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12 相 談 

子ども発達支援相談室（あづみっこサポートルーム） 

発達や行動に心配がある０～18 歳未満のお子さんを対象に、成長段階に応じた支援を行います。家

族が感じる子育ての悩みやお子さん本人が抱える悩みの相談にも応じます。 

○相談内容  発達に関する相談、療育支援事業等 

○相談受付  安曇野市穂高 9181 番地 穂高健康支援センター内 

○相談時間  月曜日～金曜日(祝日・年末年始は除く） 

       開設時間 ８時 30分～17 時 15 分 

       TEL81-0719 FAX81-0703 

 

障がい者虐待に関する相談（通報） 

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」では、何人も障がい者に対し、

虐待をしてはならないと規定しています。虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合、国民に

は通報が義務付けられています。 

また、虐待を受けた障がい者が自ら通報窓口に届け出ることもできます。 

通報を受けた市町村は、事実確認を行い、障がい者の保護及び養護者の支援を行います。 

○相談受付（通報） 障がい者支援課支援給付担当 

○相談時間     ・月曜日～金曜日（祝日・年末年始は除く） 

           開設時間  ８時 30 分～17 時 15 分 

           TEL71-2083 FAX71-2328 

          ・夜間、土日、祝日   

TEL71-2000 FAX71-2166 

 

障がい者(児)相談支援事業 

障がい者（児）やその家族からの福祉に関する相談に応じます。情報の提供及び助言、福祉サービス

の利用支援等、他機関と連携を図りながら解決に向けての支援を行います。また、障がい者（児）の

権利擁護のための援助も行います。 

相談支援は無料で受けられます。 

○相談受付  安曇野市障がい者基幹・総合相談支援センター 

       安曇野市穂高 9181 番地 穂高健康支援センター内 

○相談時間  月曜日～金曜日(祝日・年末年始は除く）  

開設時間 ８時 30分～17 時 15 分 

       TEL82-5988 FAX81-0703 
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成年後見に関する相談 

障がい者やその家族等から、成年後見制度に関する全般的な相談に応じ、制度の説明や手続き方法、

申立て支援を行います。また令和３年４月より、安曇野市等２市５村で協定を結び、業務の一部を成

年後見支援センターかけはしに委託する形で中核機関を設置しています。相談内容により成年後見

支援センターかけはしとも連携して支援を行います。 

〇窓 口   障がい者支援課支援給付担当 

 

心の電話相談 

長野県精神保健福祉センターで、電話相談を行っています。 

○相談受付  相談時間 月曜日～金曜日の９時 30 分～16時（祝日・年末年始は除く） 

       TEL026-217-1680（上記時間のみ） 

 

発達障がいに関する相談 

長野県発達障がい情報・支援センターで行っています。 

○相談受付  相談時間 平日９時～16 時 TEL0263-37-2725 

 

依存症に関する相談 

長野県精神保健福祉センターで、電話相談を行っています。 

○相談受付  相談時間 月曜日～金曜日の８時 30 分～17時 15 分（祝日・年末年始は除く） 

       TEL026-266-0280 

 

医療的ケア児等の支援に関する相談 

長野県医療的ケア児等支援センターで行っています。 

※センターは令和７年４月１日から、長野県旭町庁舎（松本市旭２-11-30）へ移転します。 

※個別の相談は障がい者基幹・総合相談支援センター（TEL82-5988）でも受け付けています。 
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行政機関等相談窓口 

 安曇野市役所内      市外局番の標記無しは、すべて （０２６３）で始まります。 

内 容 機 関 名 電話番号 

福祉医療に関すること 

生活保護に関すること 

福
祉
課 

福祉政策担当 71-2253 

生活支援担当 71-2252 

障がい児・者に関すること 

障がい者虐待に関すること 
障
が
い
者 

支
援
課 

障がい福祉担当 71-2251 

支援給付担当 71-2083 

障がい者の相談 
障がい者基幹・総合 

相談支援センター 

82-5988 

（穂高健康支援ｾﾝﾀｰ内） 

母子家庭・父子家庭に関すること 

ＤＶに関すること 

子
ど
も
家
庭
支
援
課 

子ども家庭相談担当 71-2265 

ひきこもりに関すること 

子どもの発達に関すること 
子ども発達支援相談室 

（あづみっこｻﾎﾟｰﾄﾙｰﾑ） 

81-0719 

（穂高健康支援ｾﾝﾀｰ内） 

保育に関すること こども園幼稚園課 保育幼稚園担当 71-2256 

高齢者福祉に関すること 

介護保険に関すること 

介護予防に関すること 

介護認定調査に関すること 

高齢者総合相談に関すること 

高
齢
者
介
護
課 

長寿福祉係 71-2254 

介護保険担当 71-2472 

包括支援担当 71-2474 

認定調査係 71-2012 

地域包括支援センター 

72-9986（中部） 

81-0760（北部） 

77-4007（南部） 

健康に関すること 

健康推進課 71-2471 

健康支援課 
81-0726 

(穂高健康支援ｾﾝﾀｰ内) 

国民年金、障害年金に 

関すること 

国保年金課 

国保年金担当 
71-2473 

軽自動車税減免に関すること 税務課諸税係 71-2484 

市県民税の控除に関すること 税務課市民税担当 71-2485 

市営住宅に関すること 建築住宅課 71-2245 
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 その他の機関 

内 容 機 関 名 連絡先 

福祉全般に関すること 

ボランティアに関すること 

生活福祉資金に関すること 

安曇野市社会福祉協議会 

73-7143（豊科） 

82-2940（穂高） 

77-8080（三郷） 

73-5288（堀金） 

62-2429（明科） 

精神障がい、難病や保健、医療等

に関すること 松本保健福祉事務所 

（県松本合同庁舎内） 

TEL40-1938 

FAX47-9293 依存症（アルコール・薬物・ギャ

ンブル等）に関すること 

自動車税・環境性能割に 

関すること 
中信県税事務所 

TEL40-1905 

FAX47-7820 

児童福祉、心身障がい児に関するこ

と、知的障がい者に関すること 
松本児童相談所 

TEL91-3370 

FAX92-1550 

身体障がいに関すること 

（補装具、施設入所、更生相談） 

身体障害者更生相談室 

（県立総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ内） 

TEL026-296-3953 

FAX026-296-3943 

障がい者の雇用に関すること ハローワーク松本 
TEL27-0111 

FAX27-0041 

社会保険、厚生年金に関すること 
日本年金機構 松本年金事務所 

松本市鎌田 2-8-37 

TEL25-8100 

FAX25-8103 

所得税の控除に関すること 松本税務署 32-2790 

成年後見に関すること 
成年後見支援センターかけはし 

（松本市役所梓川支所２階） 

TEL88-6699 

FAX88-6647 

法律に関すること 
法テラス 

（日本司法支援センター） 
0570-078374 

県営住宅に関すること 長野県住宅供給公社 松本事務所 
TEL47-0240 

FAX47-8902 

ひきこもりに関すること 

NPO 法人 Gland・Riche 

（グランド・リッシュ） 
0263-87-7912 

NPO 法人 ほたか野の花 

Email 

nono87official 

@gmail.com 

NPO 法人 アルウィズ 

Email 

alkomo1998＠

gmail.com 

ひきこもり支援センター 

（長野県精神保健福祉センター内） 
026-266-0280 


